
令和 5年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会 総会 

 

日時：令和5年5月25日（木）10:00～ 

会場：長良川スポーツプラザ 

 

次  第 

 

１ 幹事長あいさつ 

   

 

２ 協議事項 

 

（１） 令和4年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会                         P 1～2 

事業報告及び収支決算について                  

                                 

（２） 総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会諸規程の改定について        P 3～13 

               

 

３ 報告事項 

 

（１） 総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会令和5年度加入状況について      

 

（２） 令和5、6年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会           P14 

    専門部会について 

                                 

（３） 令和5年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会             P 15～16 

事業計画及び収支予算について 

     

  

４ その他 

（１） 令和6年度以降の登録について                                           P 17~18 



所属 出席者名 地　区 市町村名 クラブ名 出席者

（一社）スポーツリンク白川 野 尻 悟 せきスポーツクラブ 纐 纈 明

朝日大学 簗 瀬 歩 欠 NPO法人キウイスポーツクラブ 林 裕 之

（公財）岐阜県スポーツ協会 畑 中 ち づ る 欠 上之保ほほえみスポーツクラブ 加 藤 浩 一

NPO法人Let'sたるい 波 賀 野 里 美 （一社）せき西部ふれあいSC 白 岩 誠 治 代

みわスポーツクラブ 笠 井 佐 利 中部学院大学スポーツカレッジ 欠 席

（特非）ＮＰＯ総合体操クラブ 臼 井 俊 範 欠 NPO法人スポーツフラッグG 瀧 下 正 成

NPO法人スポーツフラッグG 瀧 下 正 成 （一社）郡上ブルーズスポーツクラブ 欠 席

（一社）みたけスポーツ・文化倶楽部 水 野 嘉 博 可児市 （一社）可児ＵＮＩＣスポーツクラブ 長 屋 良 則

NPO法人Viva中津川 小 川 弘 美 八百津町 チャレンジクラブ８０２ 纐 纈 秀 行 代

NPO法人萩原スポーツクラブ 細 江 隆 司 白川町 （一社）スポーツリンク白川 渡 辺 靖 代

川辺町 川辺スポーツクラブ 可 児 真 由 美

御嵩町 （一社）みたけスポーツ・文化倶楽部 水 野 嘉 博

地　区 市町村名 クラブ名 出席者 坂祝町 坂祝スポーツクラブ 若 井 健 太 代

長森・日野スポーツクラブ 欠 席 東白川村 NPO法人青空見聞塾 村 雲 辰 善

精華スポーツクラブ 名 和 弘 八 多治見市 KSCこいずみ総合クラブ 欠 席

みわスポーツクラブ 笠 井 佐 利 あけちクラブ 鈴 木 英 昭

長良西スポーツクラブ 欠 席 えなイースト総合スポーツクラブ 欠 席

やないづスポーツクラブ 安 田 正 一 認定NPO法人つけちスポーツクラブ 片 田 洋 一 郎 代

はしまモアスポーツクラブ 立 花 智 美 NPO法人やさかイキイキ倶楽部 欠 席

はしま南部スポーツ村 岩 田 幸 弘 NPO法人Viva中津川 小 川 弘 美

はしまなごみスポーツクラブ 福 田 正 明 瑞浪市 NPO法人稲津スポーツ・文化クラブ 柴 田 増 三

NPO法人link-upみずほ 小 森 姿 磨 子 下呂市 NPO法人萩原スポーツクラブ 細 江 勝 代

（公社）ぎふ瑞穂スポーツガーデン 欠 席 飛騨市 ひだチャレンジクラブ 欠 席

山県市 NPO法人Team-yamagata Sports Club 欠 席 高山市 NPO法人飛彈高山アクティブスポーツクラブ 室 屋 透

岐南町 NPO法人スポーツ振興協議会 欠 席

北方町 きらり北方クラブ 欠 席

大垣市 NPO法人FCヴィオーラ 横 山 常 彦

スマイルクラブこん平田 欠 席

（一社）南濃スポーツクラブ 欠 席 （公財）岐阜県スポーツ協会 武 藤 智 志

養老町 （一社）養老スポーツクラブ 欠 席 （公財）岐阜県スポーツ協会 若 松 卓 郎

垂井町 NPO法人Let'sたるい 波 賀 野 里 美 （公財）岐阜県スポーツ協会 美 濃 島 広 幸

神戸町 NPO法人ごうどスポーツクラブ 河 合 功 （公財）岐阜県スポーツ協会 藤 堂 綾 子

安八町 NPO法人ＮＰＯ総合体操クラブ 欠 席 （公財）岐阜県スポーツ協会 鹿 嶋 純 子

池田町 NPO法人いけだスポーツクラブ 欠 席 （公財）岐阜県スポーツ協会 小 川 貢

大野町 おおのスポーツクラブ 白 木 慎 治 （公財）岐阜県スポーツ協会 奥 田 智 大

＜委　員＞

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

常任幹事

＜役　員＞

役職

幹事長

副幹事長

副幹事長

スポーツ推進課長補佐
兼　生涯スポーツ係長

クラブアドバイザー

恵那市

中津川市

＜事務局＞

事務局長

スポーツ推進課長

中
　
濃

令和５年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流SCネット）総会　出席者一覧

岐
　
阜

飛
　
騨

西
　
濃

東
　
濃

可
　
茂

主　任

主　事

主　事

岐阜市

羽島市

瑞穂市

海津市

関市

郡上市



【県協議会事業】

○総会及び地区委員会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　設立総会 8月20日 長良川スポーツプラザ 常任幹事及び委員

　地区委員会 8月20日 長良川スポーツプラザ 常任幹事及び委員

○常任幹事会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　第1回常任幹事会 7月13日 GMC 常任幹事

　第2回常任幹事会 8月1日 GMC 常任幹事

　第3回常任幹事会 3月24日 GMC 常任幹事

○登録審査委員会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　登録審査委員会 6月24日 GMC 幹事長及び事務局

○地区交流事業

事　業　名 期　日 会　場 主幹クラブ

　ウォーキング＆モルック体験 2月5日 岐阜地区 NPO法人Link-upみずほ

　体操模範演武＆体操教室 1月9日 西濃地区 （特非）NPO総合体操クラブ

　スポーツマルシェ２０２２ 10月30日 中濃地区 （一社）せき西部ふれあいSC

　マレットゴルフ大会 11月12日 可茂地区 チャレンジクラブ802

　意見交換会 3月2日 東濃地区 NPO法人Viva中津川

　ツインポール教室＆意見交換会 2月28日 飛騨地区 ひだチャレンジクラブ

【全国協議会事業】

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　SC全国協議会　総会 2月20日 JSPO（オンライン） 幹事長及び事務局

【東海ブロック事業】

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２２
　第1回実行委員会

7月22日 オンライン 幹事長及び事務局

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２２
　第2回実行委員会

12月3日 じばさん三重（三重県・四日市） 幹事長及び事務局

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２2 12月3日～4日 じばさん三重（三重県・四日市） 登録クラブ関係者

令和4年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流SCネット）　事業報告
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(単位:円)

当初予算額 予算現額 決算額 差異 備　　　　　　　　　　　考

Ⅰ　事業活動収入の部

１ 会費・入会金収入 400,000 460,000 460,000 0

　 １ 総合型クラブ登録費 400,000 460,000 460,000 0 登録クラブ登録費10,000円×46クラブ

1,000 1,000 3 997

1 受取利息 1,000 1,000 3 997 預金利息

100,000 100,000 100,000 0

　 1 岐阜県スポーツ協会助成金 100,000 100,000 100,000 0 スポーツ推進事業助成金（田口福寿会）

事業活動収入計（A） 501,000 561,000 560,003 997

Ⅱ　事業活動支出の部

１ 事業費 501,000 561,000 513,220 47,780

１ 会議費 0 0 0 0

２ 旅費交通費 114,000 103,900 85,988 17,912 会議等出席旅費　85,988円

３ 通信運搬費 0 5,520 5,520 0 後納郵便　5,520円

４ 消耗品費 8,000 8,000 4,161 3,839 事務消耗品　4,161円

５ 印刷製本費 0 0 0 0

６ 燃料費 0 0 0 0

７ 賃借料 21,000 30,440 30,440 0
会議室使用料　28,040円
駐車場使用料　2,400円

８ 諸謝金 0 0 0 0

９ 租税公課 0 0 0 0

10負担金支出 200,000 230,000 230,000 0 全国協議会への登録費納入　230,000円（5,000円×46クラブ）

11助成金支出 150,000 175,000 148,971 26,029 地区事業助成金　148,971円（6地区分）

12支払手数料 8,000 8,140 8,140 0 振込手数料　8,140円

事業活動支出計（Ｂ） 501,000 561,000 513,220 47,780

0 0 46,783 △ 46,783

当期収支差額（C） 0 0 46,783 △ 46,783

科　　　　　　　目

事業活動収支差額（A）－（Ｂ）

令和4年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流SCネット）
収支決算書

令和４年４月1日から令和５年３月31日まで

3 補助金等収入

2 雑収入
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協
議
事
項
（
１
）
 

公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
岐
阜
県
協
議
会

 
諸
規
程
の
改
定
に
つ
い
て

 

（改
定
対
比
表
）
 

１
．
登
録
規
程

 
現
行

 
改
定
案

 
備
考

 

第
６
条
（有
効
期
間
） 

登
録
の
有
効
期
間
は
、
当
該
年
度
の
１
１
月
１
日
か
ら
１
年
間

と
す
る
。

 

 

第
６
条
（有
効
期
間
） 

登
録
の
有
効
期
間
は
、
毎
年
度
、
４
月

 1
 日
か
ら
翌
年
の
３
月
３
１
日
ま
で
の

 

１
 年
間
と
す
る
。

 

 

➢
 
期
日
の
修
正

 

附
則
１

 
本
規
程
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
本
規
程
に
定
め
る
「登
録
ク
ラ
ブ
」は
、
県
協
議
会
登
録

認
定
細
則
に
お
い
て
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で
の
間
は
、
登

録
認
定
を
予
備
登
録
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
令
和
５
年
１
０
月
末

ま
で
の
間
は
「予
備
登
録
ク
ラ
ブ
」と
読
み
替
え
る
こ
と
と
す

る
。

 

        

 

附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
） 

１
 
本
規
程
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
本
規
程
に
定
め
る

「登
録
ク
ラ
ブ
」は
、
県
協
議
会
登
録
認
定
細
則
に
お
い
て
令
和
５
年
３
月
末
日

ま
で
の
間
は
、
登
録
認
定
を
予
備
登
録
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
令
和
５
年
１
０
月
末

日
ま
で
の
間
は
「予
備
登
録
ク
ラ
ブ
」と
読
み
替
え
る
こ
と
と
す
る
。

 

附
則
（令
和
５
年
７
月
２
０
日
） 

１
 
令
和
５
年
７
月
２
０
日
に
第
６
条
を
改
定
し
、
同
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
令
和
４
年
度
の
登
録
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
第
６
条
の
改
定
に
伴
い
、
延
長
し
た

期
間
（令
和
５
年
１
１
月
１
日
～
令
和
６
年
３
月
３
１
日
）に
か
か
る
全
国
協
議
会
へ

の
登
録
料
（第
１
０
条
）
を
２
，
０
０
０
円
と
す
る
。

 

３
 
令
和
５
年
度
の
新
規
登
録
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
第
６
条
の
有
効
期
間
を
、
令

和
５
年
１
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
５
か
月
間
と
し
、
全
国
協
議

会
へ
の
登
録
料
（第
１
０
条
）を
２
，
０
０
０
円
と
す
る
。

 

４
 
附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
）１
に
お
け
る
予
備
登
録
期
間
を
「令
和
６
年
３
月
末

日
」に
変
更
す
る
。

 

➢
 
表
記
の
修
正

(理
事
会
開
催
日

) 

    ➢
 
改
定
日
、
施
行
日
（令
和
５
年
度
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
委
員
会
開
催
日
）を
追
加

 

➢
 
令
和
４
年
度
登
録
ク
ラ
ブ
の
延
長
期
間
及
び

登
録
料
に
関
す
る
こ
と
を
追
加

 

 ➢
 
令
和
５
年
度
新
規
登
録
ク
ラ
ブ
の
有
効
期
間

及
び
登
録
料
に
関
す
る
こ
と
を
追
加

 

 ➢
 
予
備
登
録
に
関
す
る
こ
と
を
追
加

 

 ２
．
登
録
審
査
細
則

 
現
行

 
改
定
案

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
８
条
（審
査
結
果
の
報
告
） 

 
登
録
審
査
委
員
会
は
、
前
条
に
よ
る
登
録
審
査
結
果
を
審
査

実
施
当
該
年
度
の
６
月
末
ま
で
に
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
県

協
議
会
へ
提
出
し
、
県
ス
ポ
協
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
の
承
認

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
８
条
（審
査
結
果
の
報
告
） 

登
録
審
査
委
員
会
は
、
前
条
に
よ
る
登
録
審
査
結
果
を
審
査
実
施
当
該
年
度
の

１
月
末
ま
で
に
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
県
協
議
会
に
審
査
結
果
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 

 

 ➢
 
期
日
の
修
正
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附
則
１

 本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

 

だ
し
、
第
７
条
第
２
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
３
月
末
日

 

ま
で
の
間
は
、
審
査
方
法
を
形
式
審
査
と
す
る
。

 

 

附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
） 

１
 本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
７
条
第
２
項
に
つ

 

い
て
は
、
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で
の
間
は
、
審
査
方
法
を
形
式
審
査
と
す
る
。

 

附
則
（令
和
５
年
７
月
２
０
日
） 

１
 
令
和
５
年
７
月
２
０
日
に
第
８
条
を
改
定
し
、
同
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

２
 
附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
）１
の
「令
和
５
年
３
月
末
日
」と
あ
る
の
を
「
令
和
５
年

１
０
月
末
日
」と
す
る
。

 

 

➢
 
表
記
の
修
正
（理
事
会
開
催
日
） 

  

➢
 
改
定
日
、
施
行
日
（令
和

5
年
度
生
涯
ス
ポ

ー
ツ
委
員
会
開
催
日
）を
追
加

 

➢
 
審
査
期
間
の
変
更

 

  

 ３
．
登
録
認
定
細
則

 
現
行

 
改
定
案

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
３
条
（登
録
認
定
リ
ス
ト
の
提
出
） 

県
協
議
会
は
、
前
条
で
作
成
し
た
登
録
認
定
リ
ス
ト
を
、
県
ス

ポ
協
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
公
益
財
団

法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
全

国
協
議
会
（以
下
「全
国
協
議
会
」と
い
う
。
）に
９
月
末
日
ま
で

に
提
出
す
る
。

 

 

第
３
条
（登
録
認
定
リ
ス
ト
の
提
出
） 

県
協
議
会
は
、
前
条
で
作
成
し
た
登
録
認
定
リ
ス
ト
を
、
県
ス
ポ
協
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
、
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
総
合
型

地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
全
国
協
議
会
（以
下
「全
国
協
議
会
」と
い
う
。
）に
毎
年

２
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
。

 

 ➢
 
期
日
の
修
正

 

第
４
条
（登
録
料
の
収
受
及
び
認
定
証
の
発
行
） 

県
協
議
会
は
、
全
国
協
議
会
か
ら
登
録
認
定
リ
ス
ト
の
登
録

が
完
了
し
た
旨
の
通
知
を
受
理
し
た
後
、
登
録
認
定
リ
ス
ト
に
記

載
の
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
（以
下
「総
合
型
ク
ラ
ブ
」と

い
う
。
）に
対
し
て
全
国
協
議
会
幹
事
長
名
に
よ
る
認
定
証
を
発

行
す
る
。

 

２
 
県
協
議
会
は
、
前
項
に
よ
り
認
定
証
を
発
行
し
た
総
合
型
ク

ラ
ブ
分
の
登
録
料
（全
国
協
議
会
が
定
め
る
登
録
料
）を
１
２
月

末
日
ま
で
に
全
国
協
議
会
へ
納
付
す
る
。

 

 

第
４
条
（登
録
料
の
収
受
及
び
認
定
証
の
発
行
） 

県
協
議
会
は
、
全
国
協
議
会
か
ら
登
録
認
定
リ
ス
ト
の
登
録
が
完
了
し
た
旨
の

通
知
を
受
理
し
た
後
、
登
録
認
定
リ
ス
ト
に
記
載
の
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

（以
下
「総
合
型
ク
ラ
ブ
」と
い
う
。
）
に
対
し
て
全
国
協
議
会
幹
事
長
名
に
よ
る
認

定
証
を
発
行
す
る
。

 

２
 
県
協
議
会
は
、
前
項
に
よ
り
認
定
証
を
発
行
し
た
総
合
型
ク
ラ
ブ
分
の
登
録
料

（全
国
協
議
会
が
定
め
る
登
録
料
）を
毎
年
５
月
末
日
ま
で
に
全
国
協
議
会
へ
納

付
す
る
。

 

 

     ➢
 
期
日
の
修
正

 

附
則
１

 
 本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で
の
間
は
、
全
国
協
議
会
登

録
認
定
細
則
に
基
づ
き
、
登
録
認
定
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ

た
総
合
型
ク
ラ
ブ
を
予
備
登
録
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
か

ら
、
第
４
条
第
１
項
に
定
め
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
そ
の

名
称
を
予
備
登
録
証
に
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
） 

１
 
本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
５
年
３
月
末
日

 

ま
で
の
間
は
、
全
国
協
議
会
登
録
認
定
細
則
に
基
づ
き
、
登
録
認
定
リ
ス
ト
に

 

記
載
さ
れ
た
総
合
型
ク
ラ
ブ
を
予
備
登
録
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
か
ら
、
第
４
条
第

 

１
項
に
定
め
る
認
定
証
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
を
予
備
登
録
証
に
替
え
る
も
の
と

す
る
。

 

➢
 
表
記
の
修
正
（理
事
会
開
催
日
） 
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附
則
（令
和
５
年
７
月
２
０
日
） 

１
 
令
和
５
年
７
月
２
０
日
に
第
３
条
及
び
第
４
条
第
２
項
を
改
定
し
、
同
日
か
ら
施
行

す
る
。

 

２
 
第
３
条
の
適
用
に
つ
き
、
令
和
４
年
度
の
登
録
ク
ラ
ブ
及
び
令
和
５
年
度
の
新

規
登
録
ク
ラ
ブ
の
登
録
認
定
リ
ス
ト
の
提
出
に
つ
い
て
は
「２
月
末
日
ま
で
」
と
あ
る

の
を
、
「９
月
末
日
ま
で
」と
す
る
。

 

３
 
附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
）１
の
「令
和
５
年
３
月
末
日
」と
あ
る
の
を
「
令
和
６
年

３
月
末
日
」に
変
更
す
る
。

 

 

➢
 
改
定
日
、
施
行
日
（令
和

5
年
度
生
涯
ス
ポ

ー
ツ
委
員
会
開
催
日
）を
追
加

 

 

➢
 
令
和
４
年
度
及
び
令
和
５
年
度
の
登
録
認
定

リ
ス
ト
の
提
出
に
関
す
る
こ
と
を
追
加

 

 

➢
 
予
備
登
録
期
間
の
変
更

 

 

４
．
登
録
更
新
審
査
細
則

 
現
行

 
改
定
案

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
備
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
４
条
（登
録
更
新
審
査
結
果
の
報
告
と
承
認
） 

登
録
審
査
委
員
会
は
、
６
月
末
日
ま
で
に
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
り
県
協
議
会
に
提
出
し
、
公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
ス
ポ
ー

ツ
協
会
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
の
承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 

第
４
条
（登
録
更
新
審
査
結
果
の
報
告
） 

登
録
審
査
委
員
会
は
、
１
月
末
日
ま
で
に
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
県
協
議
会

に
提
出
し
、
公
益
財
団
法
人
岐
阜
県
ス
ポ
ー
ツ
協
会
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
委
員
会
の

承
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

 

 

 ➢
 
期
日
の
修
正

 

附
則
１

 
本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
３
条
第
３
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で
の

間
は
、
審
査
方
法
を
形
式
審
査
と
す
る
。

 

 

附
則
（令
和
４
年
３
月
９
日
） 

１
 
本
細
則
は
、
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
３
条
第
３
項
に
つ

 

い
て
は
、
令
和
５
年
３
月
末
日
ま
で
の
間
は
、
審
査
方
法
を
形
式
審
査
と
す
る
。

 

附
則
（令
和
５
年
７
月
２
０
日
） 

１
 
令
和
５
年
７
月
２
０
日
に
第
４
条
を
改
定
し
、
同
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

 

➢
 
表
記
の
修
正
（理
事
会
開
催
日
） 

  

➢
 
改
定
日
、
施
行
日
（令
和
５
年
度
生
涯
ス
ポ
ー

ツ
委
員
会
開
催
日
）を
追
加
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令和 5、6年度 総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流 SCネット） 

専門部会について 

 

 

総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会 基本規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5、6年度専門部会構成員 

役 職 氏 名 所 属 クラブ内役職 協議会役職 

部会長 渡辺 靖代 （一社）スポーツリンク白川 クラブマネジャー 委員 

部会員 波賀野 里美 NPO法人 Let‘ｓたるい クラブマネジャー 常任幹事 

 

第７章 専門部会 

第２６条（設置） 
県協議会は、常任幹事会の決議を経て専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会は、第４条の事業に関して調査研究を行い常任幹事会に意見を具申
する。 

 
   第４条（事業） 
    県協議会は、第２条に定める基本理念及び目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 総合型クラブの情報交換と交流 
（２） 総合型クラブの活動支援 
（３） 総合型クラブの財源確保に対する支援 
（４） 総合型クラブの社会的認知度の向上と広報活動 
（５） 総合型クラブ育成に関する調査研究 
（６） 総合型クラブの顕彰に関する研究 
（７） 地区協議会並びに県スポ恊加盟団体等との連携 
（８） その他目的達成に必要な事業    

 
 

第２７条（構成） 
  専門部会は、それぞれ部会長及び若干名の部会員をもって構成する。 
２ 専門部会の部会長及び部会員は、県協議会役員、県協議会の事業に関し知識・

経験及び熱意を有する者のうちから、常任幹事会の承認を得て幹事長が委嘱
する。 

 
第２８条（任期） 
  専門部会の部会長及び部会委員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する当該年度最初の生涯スポーツ委員会の終結の時
までとし、再任を妨げない。 

２ 前任者の任期満了前に前任者に代わり選任された部会員の任期は、前任者の
残任期間とし、増員による部会員の任期はほかの部会員の残任期間とする。 

 
第２９条（招集） 
  専門部会は、それぞれの部会長が招集し、その議長となる。 
 
第３０条（細則） 
  本規程によるもののほか、各専門部会について必要な事項は、常任幹事会が

別に定める。 
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【県協議会事業】

○総会及び地区委員会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　総会 5月下旬 長良川スポーツプラザ 常任幹事及び委員

　地区委員会 5月下旬 長良川スポーツプラザ 常任幹事及び委員

○常任幹事会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　第1回常任幹事会 5月中旬 GMC 常任幹事

　第2回常任幹事会 6月下旬 GMC 常任幹事

　第3回常任幹事会 2月中旬 GMC 常任幹事

○専門部会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　第1回専門部会 6月下旬 GMC 部会員及び事務局

　第2回専門部会 8月中旬 GMC 部会員及び事務局

　第3回専門部会 10月中旬 GMC 部会員及び事務局

　第4回専門部会 12月中旬 GMC 部会員及び事務局

○登録審査委員会

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　登録審査委員会 1月中旬～下旬 GMC 幹事長及び事務局

○その他の事業

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　各種研修会 2回（未定） 長良川スポーツプラザ 登録クラブ

　地区交流事業 通年 各地区 登録クラブ

【全国協議会事業】

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　SC全国協議会　総会 2月中旬～下旬 未定 幹事長及び事務局

【東海ブロック事業】

事　業　名 期　日 会　場 対　象

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２３
　第1回実行委員会

6月中旬～下旬 オンライン 幹事長及び事務局

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２３
　第2回実行委員会

令和5年12月1日 GMC 幹事長及び事務局

　東海ブロッククラブネットワークアクション２０２３ 令和5年12月2日 グランヴェール岐山 登録クラブ関係者

令和5年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流SCネット）　事業計画
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［総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会特別会計］

(単位:円)

当年度予算額 前年度予算額 増　減 備　　　　　　　　　　　考

Ⅰ　事業活動収入の部

１ 会費・入会金収入 460,000 460,000 60,000

　 １ 総合型クラブ登録費 460,000 400,000 60,000 クラブ登録費10,000円×46クラブ

２ 雑収入 1,000 0 1,000

１ 受取利息 1,000 0 1,000  

３ 繰入金収入 500,000 100,000 400,000

１ 特別会計繰入金収入 500,000 100,000 400,000 田口福寿会助成金（協議会支援事業)

事業活動収入計（A） 961,000 560,000 461,000

Ⅱ　事業活動支出の部

１ 事業費 961,000 560,000 401,000

１ 会議費 0 0 0

２ 旅費交通費 285,000 110,000 175,000

登録審査委員会　3,992円（3,992円×1名×1回）
常任幹事会　106,680円 （3,556円×10名×3回）
専門部会　71,120円 （3,556円×5名×4回）
総会　35,560円（3,556円×10名×1回）
講師旅費　47,600円（23,800円×2名×1回）
講師宿泊費　19,600円（9,800円×2名×1泊）

３ 通信運搬費 16,000 0 16,000
予備登録証郵送費　6,440円（140×46クラブ）
事務費　10,000円

４ 消耗品費 48,000 3,000 45,000 消耗品　48,000円

５ 印刷製本費 0 0 0

６ 燃料費 0 0 0

７ 賃借料 62,000 27,000 35,000
会議室使用料　32,800円（4,100円×8回）
会議室使用料　22,500円（7,500円×3回）
駐車場利用料　6,300円（100円×63回）

８ 諸謝金 120,000 0 120,000 講師謝金　120,000円（30,000円×2時間×2名）

９ 負担金支出 92,000 230,000 △ 138,000 全国協議会への登録費納入　92,000円 （2,000円×46クラブ）

10助成金支出 318,000 175,000 143,000
地区事業助成金　318,000円
（加盟クラブ数×3,000円+30,000円）

11支払手数料 20,000 15,000 5,000 振込手数料

事業活動支出計（Ｂ） 961,000 560,000 401,000

0 0 0

当期収支差額（C） 0 0 0

前期繰越収支差額（Ｄ） 0 0 0

0 0 0

科　　　　　　　目

事業活動収支差額（A）－（Ｂ）

次期繰越収支差額（Ｄ）+（C）

令和５年度総合型地域スポーツクラブ岐阜県協議会（ぎふ清流SCネット）収支予算

令和５年４月1日から令和６年３月３１日まで
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総
合
型

ク
ラ
ブ

全
国
協
議
会

都
道
府
県

協
議
会

登
録
審
査

委
員
会

総
合
型

ク
ラ
ブ

令
和
6
年

全
国
協
議
会

都
道
府
県

協
議
会

6
月

令
和
5
年

5
月

6
月

7
月

7
月

3
月

登
録
シ
ス
テ
ム

運
用
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル

令
和
6
年
度
登
録
手
続
き
（
登
録
有
効
期
間
：
令
和
6
年
4
月
1
日
～
令
和
7
年
3
月
3
1
日
）

令
和
5
年
度
登
録
手
続
き
（
登
録
有
効
期
間
：
令
和
5
年
1
1
月
1
日
～
令
和
6
年
3
月
3
1
日
）

登
録
審
査

委
員
会

2
月

3
月

4
月

5
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

4
月

➊
申
請
書
類
の
提
出

※
提
出
期
限
は
都
道
府
県
協
議
会
ご
と
に
設
定

❷
登
録
審
査
委
員
会
へ
申
請

書
類
を
提
出

❸
書
類
審
査
・
実
地
審
査
を
実
施

※
実
地
審
査
は
省
略
可
能

❹
審
査
結
果
の
提
出

（
8
/
3
1
ま
で
）

❺
❻
登
録
認
定
リ
ス
ト

を
作
成
、
提
出
（
9
/
2
9

ま
で
）

❼
登
録
シ
ス
テ
ム
に

登
録 ❽
登
録
完
了
通
知

（
1
0
/
3
1
ま
で
）

❾
登
録
料
の
請
求

❿
登
録
料
の
納
付

請
求
方
法
・
納
入
期
限
は
、
都
道
府
県

協
議
会
ご
と
に
設
定

⓫
認
定
証

の
発
行

⓬
登
録
料
の
納
付

（
1
2
/
2
9
ま
で
）

⓬
登
録
料
の

受
領

令
和
5
年
度
は
、
形
式
審
査
の
た
め
登
録
管
理
シ
ス
テ

ム
へ
の
登
録
は
行
わ
な
い
。

認
定
証
は
全
国
協
議
会
に
て
作
成
し
、
都
道
府
県

協
議
会
へ
送
付
予
定

認
定
証

受
領

登
録
有
効
期
間

（
予
備
登
録
ク
ラ
ブ
令
和

5
年

1
1
月

1
日
～
令
和

6
年

3
月

3
1
日
）

○
R
4
登
録
ク
ラ
ブ
か
ら
の
更
新
ク
ラ
ブ
分
も
含
む

○
都
道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
、
登
録
ク
ラ
ブ
に
対
し

て
更
新
の
有
無
を
事
前
に
確
認
す
る

➊
申
請
書
類
の
提
出

※
提
出
期
限
は
都
道
府
県
協
議
会
ご
と
に
設
定

❷
登
録
審
査
委
員
会
へ
申
請

書
類
を
提
出

❸
書
類
審
査
・
実
地
審
査
を
実
施

※
実
地
審
査
は
省
略
可
能

❹
審
査
結
果
の
提
出

（
1
/
3
1
ま
で
）

❺
❻
登
録
認
定
リ
ス
ト

を
作
成
、
提
出
（
2
/
2
9

ま
で
）

❼
登
録
シ
ス
テ
ム
に

登
録 ❽
登
録
完
了
通
知

（
3
/
3
1
ま
で
）

❾
登
録
料
の
請
求

❿
登
録
料
の
納
付

請
求
方
法
・
納
入
期
限
は
、
都
道
府
県

協
議
会
ご
と
に
設
定

⓫
認
定
証

の
発
行

⓬
登
録
料
の
納
付

（
5
/
3
1
ま
で
）⓬
登
録
料
の

受
領

認
定
証
は
全
国
協
議
会
に
て
作
成
し
、
都
道
府
県

協
議
会
へ
送
付
予
定

認
定
証

受
領

登
録
有
効
期
間

（
登
録
ク
ラ
ブ
令
和

6
年

4
月

1
日
～
令
和

7
年

3
月

3
1
日
）

○
R
4
登
録
ク
ラ
ブ
か
ら
の
更
新
ク
ラ
ブ
分
も
含
む

○
都
道
府
県
協
議
会
に
お
い
て
、
登
録
ク
ラ
ブ
に
対
し

て
更
新
の
有
無
を
事
前
に
確
認
す
る

登
録
シ
ス
テ
ム
本
運
用

登
録
シ
ス
テ
ム
試
運
用

令
和
4
・
5
年
度
は
、
登
録
シ
ス
テ
ム
を
試
運
用
期
間
と
す
る
。

令
和
6
年
度
以
降
、
登
録
シ
ス
テ
ム
を
本
運
用
し
、
登
録
手
続
き
を
行
う
。

（
総
合
型
ク
ラ
ブ
が
登
録
シ
ス
テ
ム
を
活
用
で
き
な
い
環
境
等
の
場
合
、
紙
媒
体
に
て
申
請
し
、
都
道
府
県
協
議
会
に
て
代

理
入
力
す
る
こ
と
を
認
め
る
方
向
で
検
討
）
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月

　
組

織
1

1
月

1
2

月
R

6
.1

月
3

月
R

6
年

度

4
月

～
R

7
.3

月
R

7
年

度

４
月

県
認

定
の

総
合

型
ク

ラ
ブ

①
申

請
書

類
の

提
出

【
1

1
/
末

頃
締

切
】

差
し

戻
し

さ
れ

た
場

合
審

査
委

員
会

へ
再

提
出

⑩
登

録
料

の
納

付
R

7
登

録
に

向
け

た

手
続

き

全
国

登
録

ク
ラ

ブ
＝

県
認

定
ク

ラ
ブ

登
録

審
査

委
員

会

③
書

類
審

査
の

実
施

(実
地

審
査

省
略

）

書
類

差
し

戻
し

の
場

合
、

該
当

ク
ラ

ブ
対

応

④
審

査
結

果
を

提
出

【
1

/
3

1
迄

】

県
協

議
会

⑤
登

録
認

定
リ

ス
ト

の
作

成
、

審
査

結
果

報
告

書
の

提
出

（
2

/
2

9
)

⑥
登

録
認

定
リ

ス

ト
の

提
出

【
2

/
2

9
】

⑨
登

録
料

の
請

求

⑫
認

定
証

の
発

送

⑬
登

録
料

の
納

付

（
5

/
3

1
迄

）

R
7

登
録

業
務

生
涯

ス
ポ

ー
ツ

委
員

会
審

査
結

果
の

承
認

  
  
  
  
【

２
/
2

９
】

日
本

ス
ポ

ー
ツ

協
会

⑦
登

録
シ

ス
テ

ム
に

登
録

⑧
登

録
完

了
通

知

⑪
認

定
証

の
作

成
及

び
県

協
議

会
へ

送
付

県
庁

地
域

ス
ポ

ー
ツ

課

登
録

審
査

委
員

会
の

出

席
【

1
2

月
中

～
下

旬
】

（
審

査
の

実
施

）

登
録

ク
ラ

ブ
の

通
知

全
国

登
録

ク
ラ

ブ
を

知
事

名
で

県
認

定

市
町

村
行

政

　
　

ク
ラ

ブ
へ

の
継

続
的

な
理

解
と

支
援

、
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
の

構
築

登
録

シ
ス

テ
ム

の
ア

カ
ウ

ン
ト

作
成

と
申

請
書

類
の

作
成

準
備

R
5

.５
～

1
0

月

②
登

録
審

査
委

員
会

へ
申

請
書

類
を

提
出

し
審

査
依

頼

R
６

全
国

協
議

会
の

登
録

に
向

け
た

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

認
定

ク
ラ

ブ
に

対
し

て
登

録
シ

ス
テ

ム
作

成
及

び
申

請
準

備
の

呼
び

か
け

2
月

登
録
有
効
期
間

Ｒ
6.
4.
1～
Ｒ
7.
3.
31
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